
平成２２年度取りまとめ政策レビュー取組状況

テ　ー　マ　名

評価の目的、必要性

評　価　の　視　点

評 価 手 法

  福知山線列車脱線事故等の重大な事故の発生を踏まえ、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する

法律」の制定（平成１８年）等の措置を講じたことを受け、評価を実施することとしたものである。 
    なお、同法附則第８条において、「政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を

勘案し、必要があると認められるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」

と規定されていることを踏まえ、同法施行の５年後である平成２３年度に適切な対応をとることができるよう、平成２２年度に評価

をとりまとめることとしたものである。 
 ①鉄道事業法等の改正に基づく施策の評価 
 ②踏切道改良促進法の改正に基づく施策の評価 

 事故等統計データ、施設・車両の維持管理の状況、踏切道の除却・改良等件数等を分析するほか、関係者等への意見聴取

⑨  鉄道の安全施策

  鉄道の安全施策の効果について、事業者における安全管理体制の構築状況、施設・車両の維持管理の状況、踏切道の改良

実績、事故の発生状況等について、法律改正前後で比較すること等の視点から評価する。この結果により、今後の施策の方向

性について言及。 

資料２－２－⑨ 

評　価　手　法

検　討　状　況

備　　考

政策への反映の方向

第三者の知見の活用

  福知山線列車脱線事故等の重大な事故の発生を踏まえ、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する

法律」の制定（平成１８年）等の措置を講じたことを受け、評価を実施することとしたものである。 
    なお、同法附則第８条において、「政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を

勘案し、必要があると認められるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」

と規定されていることを踏まえ、同法施行の５年後である平成２３年度に適切な対応をとることができるよう、平成２２年度に評価

をとりまとめることとしたものである。 
 ①鉄道事業法等の改正に基づく施策の評価 
 ②踏切道改良促進法の改正に基づく施策の評価 

 事故等統計データ、施設・車両の維持管理の状況、踏切道の除却・改良等件数等を分析するほか、関係者等への意見聴取

 平成２１年度の統計データ等について整理、分析を行っているところであり、これらについて、引き続き分析を行っていく。 
 また、関係者への意見聴取の実施に向け、検討をしていく。 

  評価結果を踏まえた鉄道の安全施策を推進していく。 
 また、踏切道改良促進法改正に向け、評価結果を活用していく。 

  国土交通省政策評価会のほか第三者への意見聴取を実施。 

⑨  鉄道の安全施策

  鉄道の安全施策の効果について、事業者における安全管理体制の構築状況、施設・車両の維持管理の状況、踏切道の改良

実績、事故の発生状況等について、法律改正前後で比較すること等の視点から評価する。この結果により、今後の施策の方向

性について言及。 

資料２－２－⑨ 
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歩行者等が安全かつ円滑に横断できる横断歩道橋等の整備を改良方法に追加 

運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律 

鉄道事業法の改正概要（平成１８年１０月施行） 踏切道改良促進法の改正概要（平成１８年４月施行） 

※保安設備整備計画の実施に係る補助措置の期間の延長 

 

改良が必要と認められる踏切道指定期間を平成18年度以降の5箇年間に延長 

指定期間の延長 

 

正当な理由がなく踏切道の改良を実施しない場合の勧告制度の創設 

勧告制度の創設 

 

踏切道の改良の実施の状況等について報告徴収制度の創設 

報告徴収制度の創設 

 
連続立体交差事業に係る無利子貸付制度の創設 

無利子貸付制度の創設 

歩行者等立体横断施設の整備の追加 

• 「輸送の安全の確保」を鉄道事業法の目的規定に明記 
• 鉄道事業者に対して輸送の安全性の向上に関する不断の努力を義務化 

鉄道事業者の安全管理体制の確立 

• 安全管理の体制、方法等を定めた安全管理規程の作成及び届出 
• 安全統括管理者（役員級）、運転管理者（部長等の管理職級）の選任及び

届出 

輸送の安全の確保 

 国による安全に関わる情報の公表 

 事業者による安全報告書の公表 

 安全管理規程の変更命令 
 安全統括管理者、運転管理者の解 
 任命令 

 業務の管理の受委託許可の取消  
  し、受託者に対する改善命令 
 受託者への報告徴収、立入検査 

 法人に対する罰則の強化 

国の指導・監督 利用者による監視 
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【新幹線】 １．高架橋やトンネルの耐震補強 
         （概ね平成19年度で完了） 
       ２．地震検知・警報装置の改良 
         （警報発信時間：3秒→2秒） 
       ３．走行中に地震を受けた場合にも 
         列車が大きく逸脱しない対策 
 
【在来線】 １．主要駅の耐震補強 

鉄道輸送における安全・安心の確保（政策レビュー項目） 

「輸送の安全が全てのサービスに優先する」との認識のもとで、鉄道車両や施設・設備の安全性向上、安全を最優先とす
る企業風土の構築、地震等の災害対策など、安全・安心の確保に向けた総合的で不断の取り組みを推進 

 
鉄道事業法の改正（平成１８年１０月施行） 
１．事業者の安全管理体制の確立 
  ・安全管理規程の設定・届出、安全統括管理者等の選任・届出等の義務付け 
２．国による監視の強化 
  ・安全管理規程の変更命令、安全統括管理者等の解任命令 等 
３．輸送の安全にかかわる情報の公表 

輸送の安全を確保するための取組の強化（安全最優先の徹底等） 

 
 

踏切対策 

踏切道改良促進法の改正（平成１８年４月施行） 
・立体交差化や統廃合により除去できない踏切道の踏切保安設備設置を促進 

鉄道車両や施設・設備等の安全性向上 

災害対策など 

 
１．プラットホーム下への 
 転落に対する対応のた  
 めの非常停止押ボタン、 
 転落検知マット等の整備 
 
２．視覚障害者のホームか 
 らの転落防止等のため 
 の点字ブロックの設置、 
 ホーム可動柵等の設置 
 の推進 
 
３．列車出発時における乗 
 客等の扉挟み・引きずり 
 防止対策の徹底 
 

ホームの安全対策 
 
１．技術基準の改正（Ｈ18.7） 
 ・曲線部等の速度制限装置（ＡＴＳ等）の設置 
 ・運転士異常時列車停止装置の設置 
 ・運転状況記録装置の設置 など 
※特に危険性の高い急曲線部における速度制限

機能付ＡＴＳ等の緊急整備（平成１９年３月末ま
でに設置完了）  

２．事故調査委員会最終報告（建議等）の対応 
 ・事故やインシデントの分 
  析・活用方策等の検討 
 ・列車無線による交信の 
  あり方の検討 
 ・車両の安全性向上方策 
  の検討 等 

福知山線列車脱線事故を踏まえた各種対策 

１．土砂崩れ等の防災・減災を目的として、関係省
庁等からなる「斜面の安全対策に関する連絡会」
を活用し、危険情報等を共有 

２．自然災害・火災・劣化等による鉄道施設の被害
の低減 

１．風速計の新設等（１，６７１箇所） 
２．「風観測の手引き」、「防風設備
の手引き」の策定とそれに基づく対
策の強化 

３．総合的な強風対策、突風対策に
ついて引き続き調査・研究  

地震対策 

強風対策 

防風柵 風速計 

政策レビュー項目 
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 運転事故の件数及び乗客死亡者数の推移（全鉄軌道事業者） 
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１種 

124件 

39.5% 

３種 

 12件 

 3.8% 

４種 

49件 

15.6% 

１種 

63件 

20.1% 

１種 

35件 

11.2% 

１種  

24件 

7.6% 

直前横断 

185件 

58.9% 

落輪 

エンスト 

停滞 

63件 

20.1% 

限界支障 

側面衝突 

42件 

13.4% 

その他 

24件 

7.6% 

４種 
３種

総件数 
314件 

鉄道側の 

原因外 

428件 98.1% 

線路内 

立入り 

199件 

45.6% 

ホーム 

から転落 

53件 

 12.1% 

ホーム上で 

接触 

163件 

37.4% 

作業中に 

接触 

6件 1.4% その他 

13件 3.0% 

鉄道側の 

原因 

2件 0.5% 

総件数 
436件 

運転事故の発生状況（平成２０年度） 

運転事故の発生状況 

人身障害事故の状況 

踏切障害事故の状況 

踏切障害事故 
 312件, 36.7% 

道路障

害事故 
 80件, 
9.4% 

人身障害事故 
 436件, 51.4% 

鉄道物損事故 
 4件, 0.5% 

総件数
８４９件 

列車事故 列車衝突 4件 
 17件  列車脱線11件（うち１件は踏切事故）  
  2.0％ 列車火災  2件（うち１件は踏切事故）  
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 列車百万キロあたりの運転事故件数の推移、各種保存費 
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ＪＲ（旅客） 

大手民鉄 
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（千円） 

列車百万キロあたりの運転事故件数の推移 営業キロあたりの線路保存費等（平成２０年度） 
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地域鉄道の現状 

％ 

年以上 

経常収支 
平成 20 年度（鉄軌道業） 

赤字： 
73 社、 79 ％ 

黒字： 
19 社、 21 ％ 

出典：鉄道統計年報 出典：鉄道統計年報 

31 
1,289 両、 

46 

496 両、 
18 ％ 

662 両、 
24 ％ 

338 両、 
12 ％ 

施設の現状 車齢 
路線開業からの経過年数 

老朽化が進み施設更新の資金負担が事業継続のネック 
また、安全性向上・バリアフリーなど新たなニーズへの対応が困難。 

開業後７０年以上 
経過事業者 

８0％ 
橋梁の耐用年数 

４０年 

トンネルの耐用年数 
６０年 

内燃車の耐用年数 １１年 
電車の耐用年数 １３年 

20     30     40     50     60     70      80   90   100   110   
（経過年数） 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

（事業者数） 

※「平成21年 輸送高度化補助設備整備状況調査書」提出事業者（９２社） 
※昭和６２年４月以降開業の地方鉄道新線を除く 

輸送人員の推移 （単位：千万人） 

昭和６２年から約１７％減少 

62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 
年 度 

55 
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員

 

昭和６２年度から平成１9年度の期間に廃止・開業等に伴う営業路線の変化がない事業者（７２社） 

鉄軌道部門社員数の推移 

昭和６２年から約３０％減少 

62 63 元 2    3 4 5 6 7 8 9  10  
年 度 

100 

90 

80 

70 

鉄
軌

道
社
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数

 

昭和６２年度から平成１9年度の期間に廃止・開業等に伴う営業路線の変化がない事業者（７２社） 

60 

18  11   12  13   14   15   16   17   18  

（単位：百人） 

30 

19  19  
60 

10 
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踏切道数と踏切事故件数の推移 
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 政策レビューの今後の取組(アウトライン） 

今後の検討 

 現在、平成２１年度の統計データ等について整理、分析を行っているところであり、引き続き、法律

改正時点からの各種データの推移状況等、詳細な分析を進める。 

 また、関係者への意見聴取の実施に向け、検討を進めて行く。 



平成２２年度取りまとめ政策レビュー取組状況

テ　ー　マ　名 ⑩ 首都圏整備法等に基づく大都市圏政策の見直し

・我が国の大都市圏（首都圏、中部圏、近畿圏）においては昭和30年以降、高度経済成長期における既成市街地等における外部
不経済を防止し、大都市圏の秩序ある発展を図るため、政策区域の指定や整備計画等の策定を行ってきた。

・我が国の大都市圏を巡る社会経済状況は制度導入時と大きく変化しており、我が国の大都市圏が世界的な大競争に勝ち抜く真
のイノベーションセンター、スーパーメガリージョンを目指すとともに、成熟国家に見合った大都市圏の実現をめざす政策体系に転
換する必要がある。

・このような状況を踏まえ、これまでの大都市圏政策について政策レビューを実施し、総合的に評価するものとする。

評価の目的、必要性

○施策の進捗状況
○制度導入時の目的を達成できたか、制度の効果の検証
○現行の政策体系がひきつづき有効であるかどうかの検討

評　価　の　視　点

資料２－２－⑩ 

国土交通省成長戦略会議報告書（平成２２年５月１７日公表）において、『国家戦略的観点から「大都市圏戦略基本法(仮称)」を制
定し(首都圏整備法等を抜本改正）、国が国家戦略として「大都市圏戦略」を策定する』ことが位置付けられており、今回の政策レ
ビューの結果は今後の大都市圏整備に関する政策の見直しに活用する。

政策への反映の方向

各種データや事例の収集、地方公共団体等へのヒアリングなどを実施し結果を分析評　価　手　法

今年度夏頃を目途として、民間、関係地方公共団体、有識者等からなる検討の場を設置する予定。第三者の知見の活用

備　　考 省内外関係部局の連携のもと、政策レビューを進める。

大都市圏政策ワーキングチーム（座長：浅見泰司　東京大学空間情報科学研究センター副センター長）等により検討を進めてきた
ところ。（平成21年12月中間とりまとめ）

検　討　状　況

資料２－２－⑩ 



（１）首都圏整備法等の創設当時の社会的背景 

○昭和30年頃の深刻な住宅難、通勤混雑等を背景とし、その改善を図るため首都圏整備法等は
構想された（昭和31年に首都圏、昭和38年に近畿圏、昭和41年に中部圏において法制定）。 

1 （朝日新聞 昭和31年2月23日） 

（朝日新聞 昭和29年6月20日） 

（朝日新聞 昭和29年5月21日） 



現行の政策区域 

首都圏整備政策について 

○首都圏整備法等では、大都市圏の望ましい圏域構造を実現するため、政策区域（既成市街地・
近郊整備地帯等）を指定。 

○これらの政策区域をベースとし、近郊整備地帯等への財政上の特例措置や既成市街地への工
場等の立地等に関する特例措置等が設けられ、一貫して分散を基調とする大都市圏の整備誘
導が図られてきた。 

○これらの特例措置については、これまで必要に応じ廃止・修正されてきたものの、政策区域につ
いては、当初指定から現在まで基本的な構想の変更は行われていない。 

（２）首都圏整備法等の基本構成 
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首都圏の政策区域の変遷 

凡  例 

既成市街地 

近郊整備地帯 

都市開発区域 

近郊緑地保全区域 

都県界 

首都圏区域 

当初指定当時の政策区域 

凡  例 

既成市街地 

近郊整備地帯 

都市開発区域 

近郊緑地保全区域 

都県界 

首都圏区域 



○戦後、東京圏をはじめとする三大都市圏への人口集中が急激に進展した。その後の人口移動
については圏域毎に差異があるものの、全体としては、地方圏から大都市圏への人口の移動が
継続している状況にある。 

（３）三大都市圏の人口の動向 
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三大都市圏への転入超過数の推移 

資料：「住民基本台帳人口移動報告」（総務省）より国土交通省国土計画局作成 



○東京都を含む首都圏全体のGDP成長率は緩やかな減少傾向にあり、諸外国の大都市圏と比
較して低い。 

○我が国の証券取引所における外国会社の上場数は少なく、シンガポールで大きく増加している
一方、減少を続けている。 

（４）我が国の大都市圏における国際的地位の相対的低下 
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首都圏と諸外国の大都市圏のＧＤＰ成長率推移 

資料：国土交通省国土計画局作成 

資料：PricewaterhouseCoopers UK Economic Outlook 
November 2009  

資料：「年次報告」（国際証券取引所連合） 

2025年のＧＤＰ推定成長率 

各国証券取引所における外国会社上場数の推移 



（５）三大都市圏から地方圏への経済移転 

○三大都市圏では全国のGDPの約55%を人口の約50%で創出している。 
○また、広域ブロック別に国から地方への移転額（地方交付税、地方贈与税、国庫支出金）から国

税収入を差し引いた国から地方への純移転額についてみると、三大都市圏がマイナスであるの
に対し、地方圏はプラスとなっており、地方圏への移転額を三大都市圏が担う構造となってい
る。 

5 

注注：GDPは平成19年度の数値。 
資料：「税務統計」（国税庁）、「都道府県決算状況調」、「市町村別決算状況調」、「人口推計（平成20年10月1日現在）」

（いずれも総務省）、「平成19年度県民経済計算」（内閣府）、により国土交通省国土計画局作成 

広域ブロック別の経済力データ（平成20年） 

 
東北圏：青森県、岩手県、宮城県、 
    秋田県、山形県、福島県、 
    新潟県 
北陸圏：富山県、石川県、福井県 
中部圏：長野県、岐阜県、静岡県、 
    愛知県、三重県 
近畿圏：滋賀県、京都府、大阪府、 
    兵庫県、奈良県、和歌山県 
中国圏：鳥取県、島根県、岡山県、 
    広島県、山口県 
四国圏：徳島県、香川県、愛媛県、 
    高知県 
九州圏：福岡県、佐賀県、長崎県、 
    熊本県、大分県、宮崎県、 
    鹿児島県 



平成２２年度取りまとめ政策レビュー取組状況

⑪ LRT等の都市交通整備のまちづくりへの効果テ　ー　マ　名

　LRT等の都市交通整備については、少子高齢化に対応した公共交通のバリアフリー化、利用しやすく高質な公共交通ネットワー
クの構築、自動車交通からの転換による交通円滑化や環境負荷への軽減などの都市内交通における課題の解決に向け、その重
要性が一層増しているところである。
　このため、LRT等の都市交通整備によるこれらの都市内交通における課題解決に対する効果を評価するとともに、あわせて、
LRT等の都市交通整備と一体となって実施することで、より効果的となる施策についても評価を行い、このようなまちづくりと一体と
なったLRT等の整備によるまちづくりへの効果を明らかにする。

　少子高齢化への対応、交通の円滑化、環境負荷の軽減等の、まちづくりへの効果について、以下の視点から評価を行う。
・LRT等の都市交通整備による効果
・LRT等の都市交通整備と一体となって実施した施策による効果

　LRT等を整備した箇所における、整備前後の以下の指標を調査する。
・利用者数の増減
・高齢者の移動の増減
・通勤、買い物、通院などの、日常交通の増減

評　価　の　視　点

評 価 手 法

評価の目的、必要性

資料２－２－⑪ 

備　　考

　国土交通省政策評価会において意見、助言を聴取する。

通勤、買 物、通院などの、日常交通の増減
・自動車からの利用転換者数の増減
・新たに外出するようになった人の数
等

評　価　手　法

第三者の知見の活用

　LRT等の整備だけでなく、まちづくりと一体となったLRT等の整備によるまちづくりの効果を明らかにすることで、より一層効果的、
かつ重点的な施策の推進を実現する。
　さらに、まちづくりの効果を明らかにすることで、LRT等の整備における関係主体間の合意形成等の課題にも対応できるものと
し、各地でのLRT整備の推進を図る。

　都市・地域整備局、道路局、鉄道局が連携・協力して評価書をとりまとめる予定。

検　討　状　況

政策への反映の方向

資料２－２－⑪ 



（１）公共交通沿線居住推進地区の設定 

公共交通居住推進地区内で住宅を建設・

購入される方への支援制度を創出 

市民向けの支援 
・戸建て住宅・共同住宅の 

 建設・取得に対する補助：30万円／戸 

・２世帯住宅の場合は上乗せ補助：10万円／戸 

・区域外からの転入の場合は上乗せ補助：10万円／戸 

・共同住宅の建設費への補助：70万円／戸 

・地域優良賃貸住宅供給事業の対象地域の拡大 

事業者向けの支援 

（２）支援内容 

※１：①鉄道駅勢圏(半径500m）＋バス停圏(半径300m）でかつ、 

    ②用途地域が定められている区域(工業地域・工業専用地域を除く） 

    を対象とする。ただし、都心地区(約436ha)の区域は除く。 

※１ 

５．富山市公共交通沿線居住推進事業（Ｈ19年10月施行)   

■補助対象範囲   都市マスタープランで位置づけた
公共交通沿線居住推進地区への居住
を推進するため、まちなか居住推進事
業と同等な助成を実施 
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● 公共交通の利便性の向上 

● 賑わい拠点の創出 

● まちなか居住の推進 

三
本
柱 

●富山駅付近連続立体交
差事業 

●中心商店街魅力創出事業 

●｢賑わい交流館」整備運営
事業 

●｢賑わい横丁」整備運営
事業 

●総曲輪開発ビル再生支
援事業 

●街なかサロン｢樹の子」
運営事業 

●中央通り地区fブロック
第一種市街地再開発事業 

●堤町通り一丁目地区
優良建築物整備事業 

●富山駅周辺地区土地
区画整理事業 

●まちなか居住推進事業 

●大規模小売店舗立地法 
の特例措置 
●ＩＣカード活用による商業 
等活性化事業 
●アーバンアテンダント事業 

●街なか感謝デー開催事業 

●城址公園整備事業 

●中心市街地活性化 
コミュニティバス運行事業 

●市内電車環状線化事業 

●おでかけバス事業 

●総曲輪通り南地区第一種 
市街地再開発事業（大和 
富山店） 

●グランドプラザ整備運営事業 

●総曲輪四丁目・旅篭町地 
区優良建築物等整備事業 

●低未利用地活用推進 
調査事業 

●介護予防施設整備事業 

●(仮称)富山市高齢者の持家 
活用による住み替え支援事業 

●西町南地区 
第一種市街地再開発事業 

●西町東南地区 
第一種市街地再開発事業 

区域436ha 

    凡   例 
    主な公共公益施設 
    
    大規模商業施設 
  (店舗面積5,000㎡以上） 

６．中心市街地活性化 
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７．免許証返納奨励制度  
■高齢者運転免許自主返納支援事業 

 富山市では、平成１８年４月１日以降に、運転免許を全部自主返納される６５歳以上の方を対象に、車に
代わる「おでかけバス」の１年間分の乗車券等や運転免許証に代わる身分証明書等の費用を支援してい
る。 ※支援は一人一回限り 

１．公共交通利用券等の配布 
 ①地鉄共通乗車券＋おでかけバス定期券 

 ②富山ライトレールＩＣカード 

 ③ＪＲオレンジカード 

上記３つのうち、いずれか１つ（いずれも２万円相当） 

２．身分証明書等の発行に係る費用負担 
 ①写真付住民基本台帳カード 

 ②運転経歴証明書 

上記２つのうち、いずれか１つ 

支援内容 ＜実績＞ 
 H18.4.1～H20.4.30まで 

   ・申請者数 964人 

  ・平均年齢 76.8歳 

■代替交通手段別 人数(割合) 

H20.4.30現在の内訳 

共通乗車券のみ 
247, 26% 

JRオレンジカード, 
139,14% 

ライトレールIC 
77, 8% 

定期券＋ 
共通乗車券 
501,52% 

  高齢者による自動車事故の減少と公共交通の利用促進を図るた
め、６５歳以上の市民を対象に運転免許自主返納支援を実施 
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軌道新設（1.1km） 

鉄道区間の廃止 

（平成１８年４月２９日開業） 

ＪＲ西日本運行時 

富山ライトレール JR西日本運行時 
■運行サービスの向上 

富山駅北 
インテック本社前 

奥田中学校前 

粟島（大阪屋ショップ前） 

犬島新町 

※赤文字は新駅 

【事業概要】 
 

北陸新幹線整備と富山駅周辺における鉄  
道の高架化の機会を捉え、旧JR富山港線 
(全長8km)を LRT化 
 

ＬＲＴ化 

ＪＲ西日本 富山港線 富山ライトレール 

１．富山ライトレール   

1 



コミニティバス路線 

富山ライトレール 

将来の一体化に向けた構想（予定） 
（ライトレールと富山地方鉄道） 

主な事業箇所 

市街地再開発事業 

ＪＲ富山駅 

旧富山市「富山市総合的都市交通体系マスタープラ
ン」に市内電車環状化構想が示される 

平成17年3月 

平成19年11月 富山市総合交通戦略、富山市地域公共交通総合連
携計画を策定 

平成20年2月 

軌道運送高度化実施計画の申請 

特殊街路の都市計画決定 

軌道運送高度化実施計画の認定（軌道法の特許取
得に相当） 

市内電車環状線ＬＲＴ整備計画を策定 

平成20年12月 工事施工認可の取得 

都市計画事業認可の取得 

平成20年4月 埋設物の移設開始 

平成21年4月 軌道路盤工事、レール敷設、電車線等工事 

平成21年12月23日 開業 

【事業概要】 
・丸の内～西町間（0.9km)に路面電車の路線を新設 
・低床式車両の導入 
・新設路線において、走行路面、レール、電車線、架線柱、信号・保 
 安施設等の整備を実施 

富山地方鉄道 

【事業の経緯等】 

・運行計画 反時計周りの片方向 
         循環運行 
・1周     約3.5km（所要20分） 
・運行間隔 10分間隔 
・車両    低床車両 

平成20年3月 

市内電車環 
状線化事業 

２．市内電車環状線化事業  

2 



将来LRTネットワーク 

・富山ライトレール ７．６ｋｍ 

・地鉄市内電車   ６．４ｋｍ 

・環状線化      ０．９ｋｍ 

・南北接続      ０．３ｋｍ 

・上滝線乗入れ  １０．１ｋｍ 

    合計        ２５．３ｋｍ 

至 上滝 

南富山駅 
一体ホーム 

路面電車 
乗入れ 

地鉄不二越・上滝線 市内軌道線 

乗入線 
鉄道線 

  富山ライトレールに続き、市内電車及び富山地方鉄道・上滝線のＬＲＴ化に
より、今後、富山市の骨格となる約２６ｋｍのＬＲＴネットワークを形成 

かみだき 

３．LRTネットワーク構想 
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 ①駅アクセスの改善 
   ・駅前広場の整備 
   ・フィーダーバスの導入 
   ・自転車駐輪場の整備 
   ・アクセス道路の整備 
   ・パーク＆ライドの整備 

 ②駅周辺の住宅促進 
   ・高齢者優良賃貸住宅の促進 
   ・土地区画整理事業の推進 
   ・一般住宅建設の促進 

 ③魅力あるまちづくり促進 
   ・散策路の整備 
   ・古い街並みの保存・活用 
   ・休憩施設整備 

４．富山ライトレール 
４．～沿線のまちづくり   

●パーク&ライド 
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平成２２年度取りまとめ政策レビュー取組状況

⑫ 都市再生の推進テ　ー　マ　名

・都市再生関連施策については、将来的に我が国の都市の国際競争力が低下することが懸念され、公的支援のニーズが高まる
中、その重要性が一層増しているところである。加えて、都市再生特別措置法については、附則第２条において施行後１０年以内
（平成２４年５月３１日まで）に必要な見直しを行うこととされており、平成２３年度までには同法の改正を含めた適切な対応をとる
必要がある。

・また、国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）においても、大都市の国際競争力強化に向けた都市の再構築等を図るため、
平成２２年度中に「都市再生特別措置法の前倒し延長・拡充」を行うこととされている。

・このため、これまでに実施してきた一連の都市再生関連施策について、平成２２年度に評価をとりまとめる必要がある。

・平成１４年度の制度創設以来講じられてきた、税制・金融支援、規制緩和、公共事業など各種都市再生関連施策について、これ
までの実績を元に経済効果等の分析を行う。

・この結果を踏まえて、新たな支援ニーズへの対応など、今後の課題を明らかにする。

都市再生を図るために実施された各種取組（税制 金融支援 規制緩和 公共事業等）について

評　価　の　視　点

評価の目的、必要性

資料２－２－⑫ 

　国土交通省成長戦略会議のとりまとめに際しては、これまで、有識者からの意見を伺ってきたところ。今後、地方公共団体、民間
事業者、NPOなど、より広範な関係者からの意見聴取等を行う予定。

検　討　状　況

政策への反映の方向

　国土交通省成長戦略において、「都市再生特別措置法の前倒し延長・拡充」等が盛り込まれているところ。
　（参考）民間都市再生事業等の国土交通大臣認定の申請期限：平成２４年３月３１日
　　　　　 都市再生税制等の適用期限：平成２３年３月３１日

備　　考

　国土交通省政策評価会において意見、助言を聴取する。また、これまで関係者への意見聴取を実施しているところ。

都市再生を図るために実施された各種取組（税制・金融支援、規制緩和、公共事業等）について、
・実績・効果等の分析
・地方公共団体、民間事業者、NPO等の関係者からの意見聴取
を行う。

評　価　手　法

第三者の知見の活用

　評価結果を踏まえつつ、国土交通省成長戦略の内容の実現をはじめとした各種制度改正を行う等により、更なる都市再生の推
進に取り組む。

資料２－２－⑫ 



都市再生関連施策の概要 

（括弧内は平成22年４月１日現在） 

都市再生本部 

都市再生基本方針 

  

都市再生緊急整備地域（地域整備方針） 
（65地域 6,612ha） 

・都市再生特別地区 

・都市計画提案制度 

 
（ 既存の用途地域等に基づく
規制を適用除外）（49地区） 

・都市再生事業に係る
認可等の特例 
（都市計画決定からすみや

かに事業のための事業認
可を決定） 

都市計画等の特例 

税 制 特 例 

・割増償却 

・固定資産税・都市計画税の軽
減 

・不動産取得税の軽減 等 

・無利子貸付 

・出資・社債等取得 

・債務保証 

民都機構による支援 

民間都市再生事業計画（35計画） 

大臣認定 

民間の活力を中心とした都市再生 

  

・出資等 
民都機構による支援 

・割増償却 
・不動産取得税の軽減 等 

税 制 特 例 

公共施設整備と民間活力の 
連携による全国都市再生 

まちづくりを財政的に支援 

交付金 
（677市町村、1,083地区） 

都市再生整備計画 

民間都市再生整備事業計画 
（23計画） 

大臣認定 

歩
行
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
定 

（都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
） 

歩
行
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
定 

 

（都
市
再
生
整
備
歩
行
者
経
路
協
定
） 

ま
ち
づ
く
り
会
社
等
へ
の
無
利
子
貸
付 
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●金融支援の事例 

無利子 
借入 

出資・社債等取得 

債務保証 

基  金 基金造成 
補助 

無利子貸付 

出資・社債等取得 

債務保証 

都市再生支援業務 

民間都市開発推進機構 民

間

都

市

再

生

事

業 

（
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
の
大
臣
認
定
事
業
） 

税制上の優遇措置 

借入 

南青山１丁目団地 
建替プロジェクト 

（出資・社債等取得業務） 

三宮駅前第１地区 
都市再生事業 
（無利子貸付業務） 

国 

市中資金 

都市再生 
ファンド 

無利子貸付 

（１）金融支援 （支援実績：964.1億円） 

（２）税制支援（都市再生促進税制） （支援実績：186.2億円） 
 ①認定事業者に係る特例措置 
  ■所得税・法人税     ： ５年間５割増償却 
  ■登録免許税       ： 建物の保存登記について本則4/1000を3/1000に軽減 
  ■不動産取得税      ： 土地・建物について課税標準を５分の１控除 
  ■固定資産税・都市計画税 ： 公共施設等（駐車場等を除く）について課税標準を 
                ５年間２分の１に軽減 
 ②認定事業に協力する従前地権者に係る特例措置 
  ■所得税・法人税・個人住民税 ： 課税繰延・軽減税率 

●税制支援の事例 

東京ミッドタウン 
プロジェクト 
（六本木） 

UDXビル 
（秋葉原3-1街区） 

高松丸亀町商店街民間都市再生事業 
（出資・社債等取得業務） 

①認定事業者 ②従前地権者 

所得税 
法人税 

登録免許
税（建物） 

不動産取得
税（土地） 

不動産取得
税（建物） 

固定資
産税 

都市計
画税 0 

15046.1 328.9 71.4 2466.8 595.6 115.8 

適用実績 
（減税額：   

   百万円） 
※H21年度 

まで 

認定民間都市再生事業に係る支援措置 

 都市再生緊急整備地域内で、国土交通大臣認定を受けた民間都市再生事業に対して、出資・社債取得等の金融支援及び税制支援
を行う（平成２２年４月１日現在、３５件を認定済み）。 
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都市再生緊急整備地域内の都市計画の特例 

 都市再生緊急整備地域においては、都市再生事業に係る都市計画の提案制度、都市再生事業
に係る認可等の特例が受けられるほか、都市再生特別地区が定められている場合においては、
当該地区内では容積率制限の緩和等の措置が講じられる。 

都市計画の提案制度 

認可等の特例 

都市再生事業を施行するために必要な市街地再開
発事業の認可等について、認可等権者（地方公共団
体等）は、速やかに（３ヶ月以内）、行わなければなら
ない。 

建築制限の種類 
都市再生特別地区 

における取扱い 

容積率制限 

（建築基準法§52） 

都市再生特別地区の都市計画
で定める数値を適用 

用途規制 

（建築基準法§48） 
都市再生特別地区の都市計画
で定める誘導すべき用途につ
いては適用除外 

特別用途地区内の用途規制 

（建築基準法§49） 

                等 

都市再生特別地区における特例 

都市再生特別地区では、容積率制限、用途規制の緩和

等の特例措置が講じられる。 

札幌市(２)、仙台市(２)、東京区部(２０)、横浜市(１)、
浜松市(２)、名古屋市(２)、岐阜市(１)、大阪市(１２)、 
高槻市(１)、神戸市(１)、高松市(２)、広島市(２)、 
北九州市(１) 

全国４９地区（平成22年3月末現在） 

都市計画決定権者は、提案が行われた日から６ヶ月

以内に、提案を踏まえた都市計画の決定等に関する

処理を行わなければならない。 

 
＜提案の内容＞ 
 ・都市再生特別地区……………………２２件 
 ・地区計画（再開発等促進区）……… ８件 
 ・都市計画道路………………………… ６件 
 ・市街地再開発事業…………………… ４件 
 ・都市計画広場………………………… ２件 
 ・高度利用地区………………………… １件 
 ・土地区画整理事業…………………… １件 

（計44件すべて都市計画決定済み。） 

提案数４０地区（全国１９地域） 

※１地区につき複数件提案している場合もある。 

（平成20年3月31日時点） 
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都市再生整備計画事業（従来のまちづくり交付金事業）の概要 

○都市再生特別措置法第46条第1項の都市再生整備計画に基づく事業等（提案事業も含む） 
○平成22年度創設の社会資本整備総合交付金の基幹事業として位置づけ。 
（既に国土交通大臣に提出された都市再生整備計画については、当該交付期間内は「特定計
画」として、新たに社会資本総合整備計画を作成し提出することなく新交付金の交付が可能。） 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ 
社会実験 

駅前広場 
人工地盤 

道路 

公園 

空き店舗活用 

（提案事業） 
ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽの社会実験等
のソフト事業等 

市町村は都市再生整備計画作成、提出 
（事前評価＋公表） 

＋ 

道路、公園、河川、下水
道、地域交流センター、高
質空間形成施設、既存建
造物活用事業等 

地域交流 
センター 

都市公園等事業、市街地整備事業、都市水環境整備事業  等  
＋ 

 他の基幹事業を適宜組み合わせ、また必要に応じて一体的に実施する関連事業を組み合わせる 
ことにより、効果的なまちづくりを実施。 

＋ 

関連社会資本
整備事業 

効果促進事業 

○都市再生整備計画事業（従来のまちづくり交付金事業） 
基礎額となる国費は従来のまちづくり交付金の国費率計算と同様。（概ね４割） 

基幹事業 関連事業 

社会資本総合整備計画（市街地整備分野）の作成 

歩道整備 

 
平成16年度 ： 355地区 
平成17年度 ： 385地区 
平成18年度 ： 362地区 
平成19年度 ： 253地区 
平成20年度 ： 163地区 
平成21年度 ： 187地区 

採択地区数 
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基金造成補助 
まち再生出資業務 

基  金 
国 出資等 

民間都市開発推進機構 

税制上の優遇措置 

市町村 

民間都市 
開発事業 

（大臣認定事業） 
基盤整備事業等 まちづくり交付金 

市町村が策定する 

都市再生整備計画区域 

●各種支援の事例 

豊田市駅前通南地区第 
一種市街地再開発事業 

仙台共同ビル 

（１）金融支援（支援実績：160.4億円） 

（２）税制支援（まち再生促進税制） （支援実績：2.7億円） 
 ①認定整備事業者に係る特例措置 
  ■所得税・法人税       ： ５年間５割増償却 
  ■登録免許税         ： 土地の移転登記について本則10/1,000を8/1,000に軽減 
                   建物の保存登記について本則4/1,000を3/1,000に軽減 
  ■不動産取得税        ： 土地・建物について課税標準を５分の１控除（まち再生出資を受けたものに限る） 
 ②認定整備事業に協力する従前地権者に係る特例措置 
  ■所得税・法人税・個人住民税 ： 課税繰延・軽減税率 
  ■登録免許税         ： 土地の移転登記について軽減 
  ■不動産取得税        ： 土地・建物について課税標準を５分の１控除（まち再生出資を受けたものに限る） 

①認定整備事業者 ②従前地権者 

所得税 
法人税 

登録免許
税（土地） 

登録免許
税（建物） 

不動産取得
税（土地） 

不動産取得
税（建物） 

所得税、法人税 
個人住民税 

登録免
許税 

不動産取得
税（土地） 

不動産取得
税（建物） 

101.6 0.8 25.4 0 144.7 0 0 0.1 0.6 

適用実績 
（減税額：百万円） 
※H21年度まで 

認定民間都市再生整備事業に係る支援措置 

 都市再生整備計画の区域内において、市町村の作成した都市再生整備計画に記載された事業と連携して施行される国土交通大臣
の認定を受けた民間都市開発事業に対して、金融支援や税制支援を行う（平成２２年４月１日現在、２３件を認定済み） 。 
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国土交通省成長戦略（平成 22 年 5 月 17 日） 

住宅・都市分野（抄） 

 
Ⅰ 大都市イノベーション創出戦略 

～国際都市間競争に打ち勝ち、世界のイノベーションセンターへ 
 

世界都市東京をはじめとする大都市の国際競争力の強化 

 ３）課題に対応した政策案 
 

早期の実現を目指すもの（平成２３年度概算要求を含む。） 

①大都市の国際競争力強化に向けて、国家戦略プロジェクトによる都市の再構築とそれを実現するための官民連携によるワン

ストップ型の体制を確立するため、都市再生特別措置法の前倒し延長・拡充や大都市圏戦略の策定を行う。 

 ⅰ）都市再生特別措置法の前倒し延長・拡充（平成 22 年度中）の方向性は、 

 ・官民協議会による事業の実施・運営体制の構築とこれを通じたワンストップサービスの実施による事業進捗の円滑化 

 ・容積率等の都市計画制限をはじめとした各種規制緩和と各種税制減免（特区内の外国企業に対する税制優遇など）を 

行う国際競争拠点特区（仮称）の設定 

 ・民間事業者が行う多数の地権者との調整や再開発のための土地集約整形を支援 

 ・国際競争拠点の構築・維持管理を行う事業者や NPO 等に対する税制支援（減価償却の特例や不動産取得税の軽減など）、

公的金融支援を含めた民間資金の導入促進措置 等 

 

［クリアすべき課題］ 

・都市再生特別措置法は、来年度に税制特例が、再来年度には民間都市再生事業計画に係る大臣認定制度が期限切れを迎える。

都市再生特別措置法関連諸制度の延長・拡充や個別プロジェクトの選定・推進については、政治主導により、関係自治体との

調整を進め、地域活性化統合本部会合などを活用し、政府全体での早急な検討・調整が必要である。 



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月

政策評価基本計画の変更
（５年毎に更新）

●大臣決定
（変更）

事後評価実施計画の策定・変更 ☆政策評価会③
●大臣決定
（23年度計画の追
加・修正）

１　政策チェックアップ ☆政策評価会② ●大臣決定

２　政策アセスメント
●大臣決定
（概算要求時）

☆政策評価会③
●大臣決定
（追加・修正）

３　政策レビュー
　（テーマ設定）

○検討会 ☆政策評価会①

（２２年度とりまとめ評価書） ○検討会 ☆政策評価会③ ●大臣決定

規制の事前評価（ＲＩＡ） ・随時実施し、公表 ＜平成１９年１０月より義務化：平成２２年３月現在で法律２１件、政令４件の規制（６７件）について実施＞

政策達成目標明示制度

平成２２年度　政　策　評　価　の　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル（案）

●大臣決定
(23年度計画の策定及び
22年度計画の追加・修正）

平成22年6月1日現在 

参考資料１ 

政策達成目標明示制度
（国家戦略室）

・国家戦略室からの指針が示されていない状態

租税特別措置に係る
事前・事後評価

・今年度より開始 ●大臣決定

個別公共事業評価
●大臣決定
（概算要求時）

●大臣決定 ●大臣決定

個別研究開発課題評価
●大臣決定
（概算要求時）

●大臣決定

社会資本整備重点計画

総務省
・総合性・統一性政策評価 ・随時実施し、評価書通知、勧告及び公表

・評価書の審査・認定 ・個別審査 ・公表

（注）例年のスケジュールを参考に作成。

・（時期未定）社整審・交政審計画部会
　重点計画フォローアップ

平成22年6月1日現在 

参考資料１ 



  
参考資料２ 

 
 
 

国土交通省政策評価基本計画（抜粋） 

（最終変更：平成 22 年 3 月 31 日） 

 
 

Ⅷ 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 

１ 国土交通省政策評価会 

国土交通省における政策評価制度、評価方法等について改善・向上を図るため、学識経

験者等の第三者からなる「国土交通省政策評価会」（以下「政策評価会」という。）を開催

し、その知見を活用する。 
特に基本計画又は実施計画の策定等、政策評価についての基本的かつ重要な決定又は変

更等を行おうとする場合には、政策評価会の意見等を聴取した上でこれを行う。  



租税特別措置に係る政策評価

租特整理合理化法案
（昨年の通常国会に民主党が提出、審議未了廃案）

租税特別措置を手段とする政策についての事前及び事後の評価
（租税特別措置の正当性の検証）を義務付け

平成２２年度税制改正大綱

租税特別措置について政策評価を厳格に行うことを明記

これらを踏まえ、

○事前評価（平成２２年５月、政策評価法施行令を改正）
・平成２２年度に行う平成２３年度税制改正作業から実施
・法人税、法人事業税及び法人住民税に係る租税特別措置等

の新設、拡充又は延長に際し実施
・目標設定を行うとともに、必要性、効率性・有効性等を各

府省において評価

○事後評価（平成２２年５月、政策評価基本方針（閣議決定）
を改正）

・法人税、法人事業税及び法人住民税に係る既存の租税特別
措置等について、一定期間毎に、実績等を各府省において
評価

・延長、拡充を行う場合は、延長等に係る事前評価で代替

の義務付けが行われた。

国土交通省における既存の評価対象租税特別措置等：約４０

平成２２年度は、このうち２２年度で期限到来の約２０件の延長
（又は拡充） と 新設等の要求について、評価を実施予定。

参考資料３



政策評価に関する基本方針新旧対照表（下線の部分は変更箇所）

変更後 変更前

政策評価に関する基本方針 政策評価に関する基本方針

（略） （略）

Ⅰ 政策評価に関する基本計画の指針 Ⅰ 政策評価に関する基本計画の指針

１～３（略） １～３（略）

４ 事前評価の実施に関する基本的な事項 ４ 事前評価の実施に関する基本的な事項

ア～エ（略） ア～エ（略）

オ 研究開発を対象とする事前評価の実施に当たっては、法及び本基本方針で定め オ 研究開発を対象とする事前評価の実施に当たっては、法及び本基本方針で定め

るところによるほか、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成20年10月 るところによるほか、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成17年３月

31日内閣総理大臣決定）を踏まえて行うものとする。 29日内閣総理大臣決定）を踏まえて行うものとする。

カ（略） カ（略）

キ 国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減措置等（以下「租税

特別措置等」という。）に係る政策の事前評価については、平成22年度税制改正

大綱（平成21年12月22日閣議決定）において、租税特別措置等の抜本的な見直し

の方針が打ち出されたことを踏まえ、その実施が義務付けられている法人税、法

人住民税及び法人事業税関係の租税特別措置等以外の措置（特定の行政目的の実

現のために税負担の軽減・繰延べを行うものに限る。）に係る政策についても、

積極的かつ自主的に事前評価を行うよう努めるものとする。

５ 事後評価の実施に関する基本的な事項 ５ 事後評価の実施に関する基本的な事項

ア～オ（略） ア～オ（略）

カ 各行政機関の長は、基本計画における事後評価の対象政策として、その任務を

達成するために社会経済情勢等に応じて実現すべき主要な行政目的に係る政策を

定めることとされているところ、平成22年度税制改正大綱において、租税特別措

置等の抜本的な見直しの方針が打ち出されたことを踏まえ、租税特別措置等（特

定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行うものに限る。）に係る

政策で各行政機関の所掌に係るものについては、基本計画において事後評価の対

象として定めるものとする。

この場合、法人税、法人住民税及び法人事業税関係の租税特別措置等に係る政

策については、必ず基本計画に明記することとし、その他の税目関係の租税特別

措置等に係る政策についても、積極的かつ自主的に事後評価の対象とするよう努
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めるものとする。

６（略） ６（略）

７ 政策評価の結果の政策への反映に関する基本的な事項 ７ 政策評価の結果の政策への反映に関する基本的な事項

政策評価の結果については、各行政機関において、政策評価の結果が政策の企画 政策評価の結果については、各行政機関において、政策評価の結果が政策の企画

立案作業（予算要求（定員等を含む。）、税制改正要望、法令等による制度の新設 立案作業（予算要求（定員等を含む。）、法令等による制度の新設・改廃といった

・改廃といった作業）における重要な情報として適時的確に活用され、当該政策に 作業）における重要な情報として適時的確に活用され、当該政策に適切に反映され

適切に反映されるようにする必要がある。このため、各行政機関の実情に応じて、 るようにする必要がある。このため、各行政機関の実情に応じて、政策評価担当組

政策評価担当組織が中心となって、政策の所管部局等における政策評価の結果の取 織が中心となって、政策の所管部局等における政策評価の結果の取りまとめや当該

りまとめや当該結果の政策への反映を推進するとともに、予算、税制、法令等の取 結果の政策への反映を推進するとともに、予算、法令等の取りまとめ部局との間の

りまとめ部局との間の連携を確保するなど、政策評価の結果の政策への反映の実効 連携を確保するなど、政策評価の結果の政策への反映の実効性を高めるための仕組

性を高めるための仕組み等を設けるものとし、その内容については、基本計画にお み等を設けるものとし、その内容については、基本計画において示すものとする。

いて示すものとする。 また、政策評価と予算・決算の連携を強化するため、関連する閣議決定等の趣旨

また、政策評価と予算・決算、税制との連携を強化するため、関連する閣議決定 を踏まえ、必要な取組を進めるものとする。

等の趣旨を踏まえ、必要な取組を進めるものとする。 総務省は、政策評価の結果の政策への反映に関し、各行政機関における取組を推

総務省は、政策評価の結果の政策への反映に関し、各行政機関における取組を推 進するために必要な措置を講ずるものとする。

進するために必要な措置を講ずるものとする。

８～９（略） ８～９（略）

Ⅱ 法第20条から第22条までの規定に基づく措置に関する事項 Ⅱ 法第20条から第22条までの規定に基づく措置に関する事項

（略） （略）

Ⅲ その他政策評価を円滑かつ着実に実施するために必要な措置に関する事項 Ⅲ その他政策評価を円滑かつ着実に実施するために必要な措置に関する事項

１ 連絡会議の開催 １ 連絡会議の開催

総務省は、政策評価の質の向上を図る観点から、各行政機関間の連絡を密にし、 総務省は、政策評価の質の向上を図る観点から、各行政機関間の連絡を密にし、

政策評価制度の円滑かつ効率的な実施を図るとともに政策評価に関する取組を促進 政策評価制度の円滑かつ効率的な実施を図るとともに政策評価に関する取組を促進

するため、各行政機関により構成される連絡会議を開催するものとする。 するため、各行政機関により構成される連絡会議を開催するものとする。

また、総務省は、政策評価の円滑かつ効率的な実施に資するよう、連絡会議にお また、総務省は、政策評価の円滑かつ効率的な実施に資するよう、連絡会議にお

ける連絡・協議を経て、「政策評価の実施に関するガイドライン」、「規制の事前 ける連絡・協議を経て、「政策評価の実施に関するガイドライン」及び「規制の事

評価の実施に関するガイドライン」、「政策評価に関する情報の公表に関するガイ 前評価の実施に関するガイドライン」を策定する。

ドライン」及び「租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」を

策定する。

２～３（略） ２～３（略）
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租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン 

 

平 成 2 2 年 ５ 月 2 8 日 

政策評価各府省連絡会議了承 

 

本ガイドラインは、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年法律第

86 号。以下「政策評価法」という。）の枠組みの下、国税における租税特別措置及

び地方税における税負担軽減措置等（以下「租税特別措置等」という。）に係る政

策評価を円滑かつ効率的に実施するとともに、各行政機関における検討作業や政府

における税制改正作業に有用な情報を提供し、もって国民への説明責任を果たすこ

とに資するよう、租税特別措置等に係る政策評価の内容、手順等の標準的な指針を

示したものである。 

本ガイドラインについては、各行政機関の取組の進展等を踏まえ、必要に応じ、

租税特別措置等に係る政策評価の改善及び充実のため、所要の見直しを行う。 

 

Ⅰ 評価に当たって 

  平成 22 年度税制改正大綱（平成 21 年 12 月 22 日閣議決定。以下「22 年度大綱」

という。）において、租税特別措置等は、「その多くが特定の者の税負担を軽減

することなどにより産業政策等の特定の政策目的の実現に向けて経済活動を誘

導する手段となっています。他方、こうした租税特別措置等は、「公平・透明・

納得」の原則から見れば、税負担の公平の原則の例外であり、これが正当化され

るためには、その適用の実態や効果が透明で分かりやすく、納税者が納得できる

ものでなくてはなりません。」との考え方が示されている。租税特別措置等の透

明化及びその適宜適切な見直しを図る上で、政策評価の果たす役割は大きいもの

と考えられる。 

22 年度大綱においては、租税特別措置等の抜本的な見直しに関し、政策評価を

厳格に行うこととされたほか、見直しの指針として、政策評価法に基づく所管官

庁の事後評価等において、税収減を是認するような有効性が客観的に確認されて

いるかが明記されたところである。 

租税特別措置等に係る政策評価は、22 年度大綱における「租税特別措置の見直

しに関する基本方針」等に適切に対応するよう実施するものである。評価の実施

においては、客観的なデータを可能な限り明らかにし、租税特別措置等の新設、

拡充又は延長の適否や租税特別措置等の具体的な内容についての検討に資する

よう分析するとともに、分析内容が国民や利害関係者等との議論の共通の土台と

して用いられ、各行政機関における検討作業や政府における税制改正作業におい

て有効に用いられることが重要である。 

 

Ⅱ 評価の方法 

１ 評価の対象 

事前評価の対象となるのは、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令
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（平成 13 年政令第 323 号）第３条第７号及び第８号並びに政策評価に関する基

本方針（平成 17 年 12 月 16 日閣議決定）Ⅰ４キに規定する政策である。行政機

関が行う政策の評価に関する法律施行令第３条第７号ロ及び第８号における「税

額又は所得の金額を減少させることを内容とする措置」とは、特定の行政目的の

実現のために税負担の軽減・繰延べを行う措置を指すものである。 

事後評価の対象となるのは、政策評価に関する基本方針Ⅰ５カに規定する政策

である。そのうち、法人税、法人住民税及び法人事業税関係の租税特別措置等の

具体的範囲は、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第３条第７号イ及

びロと同様である。 

 

２ 評価の単位 

  事前評価の対象となる租税特別措置等に係る政策については、各行政機関にお

ける税制改正要望に当たって、事前評価が実施されることになる。事前評価の結

果が、各行政機関における税制改正要望や、その後の税制改正作業に適切に対応

するものとなるよう、事前評価の対象とする政策の単位は、原則として税制改正

要望を行う租税特別措置等の単位に対応させる。 

  事後評価については、事前評価の単位を踏まえ、適切な単位により実施する。 

 

３ 評価の実施主体 

 (1) 事前評価 

事前評価は、租税特別措置等の新設、拡充又は延長を要望しようとする行

政機関が実施する。同一の租税特別措置等について、複数の行政機関が要望

を行う場合は、各行政機関が評価の実施主体であることを前提として、必要

に応じて、各行政機関が相互に連携・協力して評価に取り組むことができる。 

 

 (2) 事後評価 

    事後評価は、評価の対象となる租税特別措置等に係る政策について、過去

に当該租税特別措置等の要望を行った行政機関が実施する。同一の租税特別

措置等について、複数の行政機関が関係する場合は、各行政機関が評価の実

施主体であることを前提として、必要に応じて、各行政機関が相互に連携・

協力して評価に取り組むことができる。 

 

４ 評価の内容 

  租税特別措置等に係る政策の事前評価及び事後評価は、以下の内容により行う。

事前評価の結果は、事後評価によって必ず検証されることが重要である。 

(1) 事前評価 

ア 分析対象期間 

    租税特別措置等の新設を要望しようとする場合、分析対象期間としては、

要望に係る租税特別措置等の適用期間、効果や減収額等の推計における予測

精度を考慮して、個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 
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租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合、将来にわたる予

測部分についての分析対象期間としては、上記新設の場合による。また、過

去の実績部分についての分析対象期間としては、３年から５年を一応の目安

として、個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 

 

  イ 租税特別措置等の必要性等 

(ⅰ)租税特別措置等により実現しようとする政策目的 

要望に係る租税特別措置等によって実現しようとする政策目的が何か

を説明する。この政策目的とは、22 年度大綱における「租税特別措置の見

直しに関する基本方針」の別添「政策税制措置の見直しの指針（「６つの

テスト」）」に記載されている「背景にある政策」に係る目的と基本的に

同様である（（２）イ（ⅰ）において同じ。）。 

政策目的の説明に併せ、当該政策目的がどのような根拠（法律、政令、

閣議決定等）に基づくものであるかを明らかにすることにより、当該政策

目的が優先度や緊要性の高いものとして位置付けられているかを説明す

る。 

また、あらかじめ明示された政策体系におけるその政策目的の位置付け

を明らかにする。 

 

   (ⅱ)租税特別措置等により達成しようとする目標 

上記(ⅰ)の政策目的の下、租税特別措置等によって達成しようとする具

体的な目標が何かを説明するとともに、当該目標の測定指標を設定する。

その際、政策目的に対し、達成しようとする目標の実現がどのように寄与

するかも説明する。 

 

  ウ 租税特別措置等の有効性等 

    租税特別措置等に係る政策の事前評価においては、租税特別措置等の適用

数や適用額、減収額及び効果を予測・把握するとともに、税収減を是認する

ような効果が見込まれるか（確認されるか）を説明する。租税特別措置等の

新設を要望しようとする場合は、推計によることになり、拡充又は延長を要

望しようとする場合は、推計に加え、過去の実績を把握する。減収額等の定

量的データについては、算定根拠を明らかにする。 

租税特別措置等による効果については、直接的効果とともに、租税特別措

置等により実現しようとする政策目的がどのように達成されるか（された

か）をできる限り定量的に把握する。効果の将来予測を行う場合は、租税特

別措置等が新設されない場合、拡充又は延長されない場合に予想される状況

についても説明する。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合は、上記イ(ⅱ)の

目標の実現状況を明らかにするとともに、所期の目標が既に達成されていな

いかを説明する。また、適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の
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者に偏っていないかを具体的に説明する。 

効果の把握においては、租税特別措置等による様々な波及効果についても、

データの精度や客観性に留意しつつ明らかにするよう努める。 

また、効果の発現状況が地域ごとに異なる場合は、できる限り地域ごとの

データを把握するよう努める。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合において、それま

での間に効果が上がっていないと考えられる場合は、その要因を分析する。 

 

  エ 租税特別措置等の相当性 

    政策目的の実現のための手段として、補助金等や規制など様々なものがあ

る中で、租税特別措置等の手段をとることが必要であり、適切であるかを説

明する。 

また、同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合には、

適切かつ明確に役割分担がなされているかを説明する。 

地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響がある場合

を含む。）については、地方公共団体が政策目的の実現に協力することが相

当であるかについても説明する。 

 

 (2) 事後評価 

  ア 分析対象期間 

    事後評価の分析対象期間としては、３年から５年を一応の目安として、個

別の事例に応じた適切な期間を設定する。 

 

  イ 租税特別措置等の必要性等 

(ⅰ)租税特別措置等により実現しようとする政策目的 

租税特別措置等によって実現しようとする政策目的が何かを説明する。

政策目的の説明に併せ、当該政策目的がどのような根拠（法律、政令、閣

議決定等）に基づくものであるかを明らかにすることにより、当該政策目

的が優先度や緊要性の高いものとして位置付けられているかを説明する。 

また、あらかじめ明示された政策体系におけるその政策目的の位置付け

を明らかにする。 

 

   (ⅱ)租税特別措置等により達成しようとする目標 

上記(ⅰ)の政策目的の下、租税特別措置等によって達成しようとする具

体的な目標が何かを説明するとともに、当該目標の測定指標を設定する。

その際、政策目的に対し、達成しようとする目標の実現がどのように寄与

するかも説明する。 

 

  ウ 租税特別措置等の有効性等 

    租税特別措置等に係る政策の事後評価においては、租税特別措置等の適用
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数や適用額、減収額及び効果を把握するとともに、税収減を是認するような

効果が確認されるかを説明する。減収額等の定量的データについては、算定

根拠を明らかにする。 

租税特別措置等による効果については、直接的効果とともに、租税特別措

置等により実現しようとする政策目的がどのように達成されたかをできる

限り定量的に把握する。その際、上記イ(ⅱ)の目標の実現状況を明らかにす

るとともに、所期の目標が既に達成されていないかを説明する。また、適用

数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っていないかを具体的

に説明する。 

効果の把握においては、租税特別措置等による波及効果についても、デー

タの精度や客観性に留意しつつ明らかにするよう努める。 

また、効果の発現状況が地域ごとに異なる場合は、できる限り地域ごとの

データを把握するよう努める。 

事後評価において、効果が上がっていないと考えられる場合は、その要因

を分析する。 

 

  エ 租税特別措置等の相当性 

    政策目的の実現のための手段として、補助金等や規制など様々なものがあ

る中で、租税特別措置等の手段をとることが必要であり、適切であるかを説

明する。 

また、同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合には、

適切かつ明確に役割分担がなされているかを説明する。 

地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響がある場合

を含む。）については、地方公共団体が政策目的の実現に協力することが相

当であるかについても説明する。 

 

  オ 評価結果の反映の方向性 

    事後評価の結果を、評価の対象とした租税特別措置等の在り方にどのよう

に反映させるかを説明する。 

 

５ 評価の実施時期等 

(1) 事前評価 

事前評価は、各行政機関における租税特別措置等の要望に際して、評価によ

って得られる情報が有用なものとして用いられるよう適切なタイミングで実

施することが原則である。ただし、要望の段階で、要望の内容を具体化するこ

とが困難な場合には、要望後の適切なタイミングで評価の結果を公表する。各

行政機関においては、要望の着想から決定に至る一連の過程の中で、できる限

り早期に評価を開始するよう努めるべきである。 
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 (2) 事後評価 

事後評価は、その結果が、各行政機関における租税特別措置等についての

検討作業や税制改正作業において有効に活用されるよう、原則として毎年８

月末までの適切なタイミングで実施する。 

また、租税特別措置等については、定期的にその効果等の検証が行われる

ことが重要であり、事後評価を継続的に実施していく必要がある。事後評価

のサイクルとしては、政策評価に関する基本計画の期間を踏まえ、３年から

５年に１回は評価を行うことを原則とする。各行政機関においては、事後評

価を実施しない年度においても、不断の検証を行うよう努める。 

その際、期限の定めのない措置や 10 年以上にわたって存続している措置か

ら順に事後評価に取り組むなど、評価の必要性の高いものから計画的に評価

に取り組む。 

なお、既存の租税特別措置等の拡充又は延長の要望に際して事前評価を実

施した場合は、事後評価の要素を含んでいることから、改めて事後評価を実

施することは要しない。 

 

６ 総務省による客観性担保評価活動 

  総務省行政評価局は、各行政機関が実施した政策評価の結果を対象として、そ

の客観性及び厳格性についての点検を実施する。点検結果については、毎年度の

税制改正作業に対し、適時に提供する。 

 

７ その他 

 (1) 有識者の見解 

    租税特別措置等に係る政策評価の内容について、審議会での検討結果や有

識者の見解がある場合、これらを評価書に記載する。 

 

 (2) 適用実態に関する情報の提供等 

    各行政機関、財務省及び総務省は、政策評価に必要な租税特別措置等の適

用実態に関する情報の提供・利用については、租税特別措置の適用状況の透

明化等に関する法律（平成 22 年法律第８号）及び地方税法（昭和 25 年法律

第 226 号）の枠組みの下、適切に対応する。 

 

 (3) 分析内容の充実 

    今後新たに取り組んでいくことになる租税特別措置等に係る政策評価につ

いては、一層の質の向上を図っていくことが重要である。このため、総務省

行政評価局において、財務省や総務省、各行政機関の協力を得て、必要な取

組を推進する。また、各行政機関においても、自らの評価の質の充実を図っ

ていくことが重要である。 
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【様式(暫定版)】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

 

2 要望の内容  

 

 

 

 

3 担当部局  

4 評価実施時期  

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

 

 

 

 

6 適用又は延長期間  

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

 

 

 

《政策目的の根拠》 

 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

 

 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 

 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

 

 

 

8 有効性

等 

① 適用数等  

参考資料４－４
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② 減収額  

③ 効果ない

し達成目

標の実現

状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：○○～○○） 

 

 

 

 

《租税特別措置等による達成目標の実現状況》（分析対象期間：○○～○○）

 

 

 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：○○～○○） 

 

 

 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：○○～○○） 

 

 

 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

10 有識者の見解  
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＜記載要領＞ 

 

Ⅰ 租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

 

１ 租税特別措置等について、新設、拡充又は延長の要望を行う際の事前評価を行う場合は、

本様式により事前評価書を作成する。 

２ 「政策評価の対象とした租税特別措置等の名称」には、政策評価の対象とした租税特別措

置等の名称を記載する。 

３ 「要望の内容」には、要望を行う租税特別措置等の内容を簡潔に記載する。要素として、

当該租税特別措置等の適用を受ける対象者（対象事業分野）及び特例の内容（対象設備等の

所得価額の○％の特別償却又は○％の税額控除など）を明らかにするとともに、新設、拡充、

延長の別を明らかにする。 

４ 「担当部局」には、政策評価を担当した担当課室名を記載する。 

５ 「評価実施時期」には、政策評価を実施した時期をできる限り具体的に記載する。 

６ 「租税特別措置等の創設年度及び改正経緯」には、拡充又は延長を要望する場合に、要望

に係る当該租税特別措置等の創設年度及び過去の改正経緯を記載する。なお、改正経緯は、

改正年度とともに改正内容についても簡潔に記載する。 

７ 「適用又は延長期間」には、要望に係る租税特別措置等の適用期間又は延長期間を記載す

る。 

８ 「政策目的及びその根拠」では、各項目について以下に従い記載する。 

 ① 「租税特別措置等により実現しようとする政策目的」には、要望に係る租税特別措置等

によって実現しようとする政策目的について具体的に記載する。 

   また、政策目的に係る達成目標についても具体的に記載する。 

 ② 「政策目的の根拠」には、上記８①の「租税特別措置等により実現しようとする政策目

的」に記載した政策目的の法令、閣議決定等の根拠（名称、年月日及び規定の内容の抜粋）

を具体的に明らかにする。 

９ 「政策体系における政策目的の位置付け」には、上記８①の「租税特別措置等により実現

しようとする政策目的」に記載した政策目的について、各府省における政策体系上の位置付

けを記載する。 

  当該政策目的が政策体系上に明記されていれば該当箇所を記載し、政策体系上に直接明記

されていない場合は、政策体系上に表れるどの政策等に包含されているかを明らかにする。 

10 「達成目標及び測定指標」では、各項目について、以下に従い記載する。 

 ① 「租税特別措置等により達成しようとする目標」には、上記８①の「租税特別措置等に

より実現しようとする政策目的」に記載した政策目的の下、要望に係る租税特別措置等に

よって達成しようとする達成目標について具体的に記載する。 

 ② 「租税特別措置等による達成目標に係る測定指標」には、上記 10①の「租税特別措置等

により達成しようとする目標」に記載した租税特別措置等による達成目標の実現状況を測

る測定指標を具体的に記載する。測定指標は可能な限り定量的に把握可能なものとする。 
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 ③ 「政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与」には、上記８①の「租

税特別措置等により実現しようとする政策目的」に記載した政策目的に対して、上記 10①

の「租税特別措置等により達成しようとする目標」に記載した租税特別措置等による達成

目標の実現がどのように寄与するのか、両者の関係（因果関係）を具体的に記載する。 

その際、当該政策目的と租税特別措置等による達成目標との間に、当該政策目的に係る

達成目標を別途設定している場合は、必要に応じ、当該政策目的に係る達成目標について

記述することも可能とする。 

11 「適用数等」には、当該租税特別措置等の適用を受けた者の数若しくは件数（過去の実績）、

又はその適用を受ける者の数若しくは件数（将来の推計）を年度ごとに記載する。 

  租税特別措置等の新設を要望しようとする場合は将来の推計を記載し、拡充又は延長を要

望しようとする場合は、将来の推計に加え、過去の実績を記載する。過去の実績については

可能な限り実数で明らかにする。 

  算定根拠については、政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン（平成 22 年５月

28 日政策評価各府省連絡会議了承。以下「情報公表ガイドライン」という。）に則り明らか

にする（評価書への添付でも可）。 

また、拡充又は延長を要望しようとする場合は、適用数が想定外に僅少であったり、想定

外に特定の者に偏っていないかを具体的に明らかにする。 

12 「減収額」には、当該租税特別措置等の適用の結果、減収となる税額を年度ごとに記載す

る。 

  租税特別措置等の新設を要望しようとする場合は将来の推計を記載し、拡充又は延長を要

望しようとする場合は、将来の推計に加え、過去の実績を記載する。過去の実績については

可能な限り実数で明らかにする。 

  算定根拠については、情報公表ガイドラインに則り明らかにする（評価書への添付でも可）。 

13 「効果ないし達成目標の実現状況」では、各項目について、以下に従い記載するとともに

分析の対象とした期間をそれぞれ記載する。 

 ① 「政策目的の実現状況」には、租税特別措置等の新設を要望しようとする場合は、上記

８①の「租税特別措置等により実現しようとする政策目的」が、当該租税特別措置等によ

ってどのように達成されるかについて、可能な限り定量的に記載する。 

拡充又は延長を要望しようとする場合は、これに加え、過去の実績を踏まえてどのよう

に達成されたかについて、可能な限り定量的に記載する。 

 ② 「租税特別措置等による達成目標の実現状況」には、上記 10①に記載した「租税特別措

置等により達成しようとする目標」に係る達成目標の現状について、上記 10②に記載した

測定指標によって可能な限り定量的に把握した上で、租税特別措置等による直接的な効果

を記載する。 

拡充又は延長の要望を行う場合に、所期の目標（直近の新設、拡充又は延長の要望を行

った際に想定していた租税特別措置等の達成目標）を変更する場合には、当該所期の目標

の達成状況を明らかにした上で、新たな達成目標へ変更する理由を具体的に記載する。 

 ③ 「租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響」には、租税特別措置

等が新設されない場合、拡充又は延長されない場合に予想される状況について具体的に記

載する。 
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④ 「税収減を是認するような効果の有無」には、上記 11、12、13①～③における記載内容

を踏まえ、当該租税特別措置等による税収減を是認するに足る効果が認められると考えら

れる理由を記載する。 

   その際、上記 13②に記載した租税特別措置等による直接的な効果以外の当該租税特別措

置等による様々な波及効果の状況の把握に努めるとともに、効果の発現状況が地域ごとに

異なる場合には、可能な限り地域ごとの効果の発現状況の把握に努めた上で、これらの状

況についても記載するよう努める。 

また、拡充又は延長の要望を行う場合において、それまでの間に効果が上がっていない

と考えられる場合に、その要因を具体的に記載する。 

14 「租税特別措置等によるべき妥当性等」には、政策目的を実現する手段として、補助金や

規制などの他の政策手段がある中で、当該租税特別措置等をとることが必要であり、適切で

ある理由を具体的に記載する。 

15 「他の支援措置や義務付け等との役割分担」には、同様の政策目的に係る他の支援措置や

義務付け等がある場合に、当該租税特別措置等とその他の支援措置や義務付け等との役割の

違いを具体的に記載する。 

16 「地方公共団体が協力する相当性」には、地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して

地方税にも影響がある場合を含む）を要望する場合に、当該租税特別措置等が各地域で展開

される必要性や地方公共団体にとってどのような効果をもたらすことになるかという点を具

体的に記載する。 

17 「有識者の見解」には、租税特別措置等に係る政策評価の内容について、審議会等での検

討結果や有識者の見解がある場合、その概要を記載する。 
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【様式（暫定版）】 

 

租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

 

2 要望の内容  

 

 

 

 

3 担当部局  

4 評価実施時期  

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

 

 

 

 

6 適用期間  

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

 

 

 

《政策目的の根拠》 

 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

 

 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 

 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

 

 

 

8 有効性

等 

① 適用数等  
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② 減収額  

 

③ 効果ない

し達成目

標の実現

状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：○○～○○） 

 

 

 

 

《租税特別措置等による達成目標の実現状況》（分析対象期間：○○～○○）

 

 

 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：○○～○○） 

 

 

 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

10 有識者の見解  

 

 

11 評価結果の反映の方向

性 
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＜記載要領＞ 

 

Ⅱ 租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

 

１ 租税特別措置等に係る政策について、事後評価を行う場合は、本様式により事後評価書を

作成する。 

２ 「政策評価の対象とした租税特別措置等の名称」には、政策評価の対象とした租税特別措

置等の名称を記載する。 

３ 「要望の内容」には、要望を行う租税特別措置等の内容を簡潔に記載する。要素として、

当該租税特別措置等の適用を受ける対象者（対象事業分野）特例の内容（対象設備等の所得

価額の○％の特別償却又は○％の税額控除など）を明らかにする。 

４ 「担当部局」には、政策評価を担当した担当課室名を記載する。 

５ 「評価実施時期」には、政策評価を実施した時期をできる限り具体的に記載する。 

６ 「租税特別措置等の創設年度及び改正経緯」には、当該租税特別措置等の創設年度及び過

去の改正経緯を記載する。なお、改正経緯は、改正年度とともに改正内容についても簡潔に

記載する。 

７ 「適用期間」には、当該租税特別措置等の適用期間を記載する。 

８ 「政策目的及びその根拠」では、各項目について以下に従い記載する。 

 ① 「租税特別措置等により実現しようとする政策目的」には、当該租税特別措置等によっ

て実現しようとする政策目的について具体的に記載する。 

   また、政策目的に係る達成目標についても具体的に記載する。 

 ② 「政策目的の根拠」には、上記８①の「租税特別措置等により実現しようとする政策目

的」に記載した政策目的の法令、閣議決定等の根拠（名称、年月日及び規定の内容の抜粋）

を具体的に明らかにする。 

９ 「政策体系における政策目的の位置付け」には、上記８①の「租税特別措置等により実現

しようとする政策目的」に記載した政策目的について、各府省における政策体系上の位置付

けを記載する。 

  当該政策目的が政策体系上に明記されていれば該当箇所を記載し、政策体系上に直接明記

されていない場合は、政策体系上に表れるどの政策等に包含されているかを明らかにする。 

10 「達成目標及び測定指標」では、各項目について、以下に従い記載する。 

 ① 「租税特別措置等により達成しようとする目標」には、上記８①の「租税特別措置等に

より実現しようとする政策目的」に記載した政策目的の下、当該租税特別措置等によって

達成しようとする達成目標について具体的に記載する。 

 ② 「租税特別措置等による達成目標に係る測定指標」には、上記 10①の「租税特別措置等

により達成しようとする目標」に記載した租税特別措置等による達成目標の実現状況を測

る測定指標を具体的に記載する。測定指標は可能な限り定量的に把握可能なものとする。 

 ③ 「政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与」には、上記８①の「租

税特別措置等により実現しようとする政策目的」に記載した政策目的に対して、上記 10①
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の「租税特別措置等により達成しようとする目標」に記載した租税特別措置等による達成

目標の実現がどのように寄与するのか、両者の関係（因果関係）を具体的に記載する。 

その際、当該政策目的と租税特別措置等による達成目標との間に、当該政策目的に係る

達成目標を別途設定している場合は、必要に応じ、当該政策目的に係る達成目標について

記述することも可能とする。 

11 「適用数等」には、当該租税特別措置等の適用を受けた者の数若しくは件数（過去の実績）

を年度ごとに記載する。 

  過去の実績については可能な限り実数で明らかにする。 

  算定根拠については、情報公表ガイドラインに則り明らかにする（評価書への添付でも可）。 

また、拡充又は延長を要望しようとする場合は、適用数が想定外に僅少であったり、想定

外に特定の者に偏っていないかを具体的に明らかにする。 

12 「減収額」には、当該租税特別措置等の適用の結果、減収となる税額（過去の実績）を年

度ごとに記載する。過去の実績については可能な限り実数で明らかにする。 

算定根拠については、情報公表ガイドラインに則り明らかにする（評価書への添付でも可）。 

13 「効果ないし達成目標の実現状況」では、各項目について、以下に従い記載するとともに

分析の対象とした期間をそれぞれ記載する。 

 ① 「政策目的の実現状況」には、上記８①の「租税特別措置等により実現しようとする政

策目的」が、租税特別措置等によってどのように達成されたかについて、可能な限り定量

的に記載する。 

 ② 「租税特別措置等による達成目標の実現状況」には、上記 10①に記載した「租税特別措

置等により達成しようとする目標」に係る達成目標の現状について、上記 10②に記載した

測定指標によって可能な限り定量的に把握した上で、租税特別措置等による直接的な効果

を記載する。 

所期の目標（直近の新設又は延長の要望を行った際に想定していた租税特別措置等の達

成目標）を変更する場合には、当該所期の目標の達成状況を明らかにした上で、新たな達

成目標へ変更する理由を具体的に記載する。 

 ③ 「税収減を是認するような効果の有無」には、上記 11、12、13①②における記載内容を

踏まえ、当該租税特別措置等による税収減を是認するに足る効果が認められると考えられ

る理由を記載する。 

その際、上記 13②に記載した租税特別措置等による直接的な効果以外の当該租税特別措

置等による様々な波及効果の状況の把握に努めるとともに、効果の発現状況が地域ごとに

異なる場合には、可能な限り地域ごとの効果の発現状況の把握に努めた上で、これらの状

況についても記載するよう努める。 

   また、それまでの間に効果が上がっていないと考えられる場合に、その要因を具体的に

記載する。 

14 「租税特別措置等によるべき妥当性等」には、政策目的を実現する手段として、補助金や

規制などの他の政策手段がある中で、当該租税特別措置等をとることが必要であり、適切で

ある理由を具体的に記載する。 
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15 「他の支援措置や義務付け等との役割分担」には、同様の政策目的に係る他の支援措置や

義務付け等がある場合に、当該租税特別措置等とその他の支援措置や義務付け等との役割の

違いを具体的に記載する。 

16 「地方公共団体が協力する相当性」には、地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して

地方税にも影響がある場合を含む）を要望する場合に、当該租税特別措置等が各地域に展開

される必要性や地方公共団体にとってどのような効果をもたらすことになるかという点を具

体的に記載する。 

17 「有識者の見解」には、租税特別措置等に係る政策評価の内容について、審議会等での検

討結果や有識者の見解がある場合、その概要を記載する。 

18 「評価結果の反映の方向性」には、事後評価の結果を、評価の対象とした租税特別措置等

の在り方にどのように反映させるかを具体的に記載する。 



政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン 

 

平 成 2 2 年 ５ 月 2 8 日 

政策評価各府省連絡会議了承 

 

 本ガイドラインは、「政策評価に関する基本方針」（平成 17年 12月 16日閣議決定）に

定められている政策評価に関する情報の公表に関する基本的な事項を踏まえて、評価書

の作成等について標準的な指針を示したものである。 

 本ガイドラインについては、各行政機関における取組の進展等を踏まえ、所要の見直

しを行う。 

 

１ 評価書・要旨の作成等 

国民による様々な評価や判断に資するよう政策に関する情報を提供することは政策

評価の主たる目的の一つであり、必要に応じ、評価の対象とした政策に関する情報を

分かりやすく伝える一方で、その詳細な情報についても国民に提供するため、評価書

とその要旨の役割分担を明確にするものとする。 

また、政策評価を行う過程において使用した資料については、外部からの検証を可

能とするため、適切に保存するものとする。 

 

 (1) 評価書・要旨の役割分担 

評価書については、法定記載事項を明確に記載し、評価結果やそれに至るプロセ

スを行政の外部から検証できるようにすることに留意するものとする。 

要旨については、評価として備えるべき要素を盛り込みつつ、国民にとって当該

評価書の主な内容が端的に分かるよう簡潔に作成するものとする。 

各行政機関は、評価書及び要旨の役割の違いに留意しつつ、(2)に掲げる事項を踏

まえ、所管する政策の特性に応じた評価書の様式を規定するものとする。 

 

(2) 評価書の作成等に当たっての留意事項 

ア 法定記載事項ごとに記載する標準的な内容は、主として以下のとおりである。 

① 政策評価の対象とした政策 

評価対象政策の目的、目標、手段、根拠法令、政策体系上の位置付け、背景

等を記載する。個々の公共事業の評価については、概要図又はその所在情報も

記載する。 

    ② 政策評価を担当した部局又は機関及びこれを実施した時期 

      部局又は機関については、おおむね課レベルまで記載するとともに、時期に

ついてはできる限り具体的に記載する。 

    ③ 政策評価の観点 

      必要性、効率性、有効性等の観点について、具体的に当該政策についてどの

ように当てはめたのかを記載する。 

参考資料５
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    ④ 政策効果の把握の手法及びその結果 

政策効果の把握の際に使用した仮定や前提条件等も含めて記載する。 

    ⑤ 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 

      学識経験者の知見の活用の時期及び方法並びに意見の反映内容の概要を記載

する。 

    ⑥ 政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項 

      評価の過程で使用したデータ、文献等のバックデータの概要、若しくはその

所在に関する情報について記載する。その際、外部からの検証可能性が確保さ

れることが必要であることに留意する。 

     ⅰ 記載に当たっての留意事項は、以下のとおりである。 

(ⅰ) データ 

・ データの名称、作成者及び作成時期を評価書に記載する。また、デ

ータには、基準時点又は対象期間を付記する。 

・ 統計法（平成 19 年法律第 53 号）第２条第３項に定める公的統計に

ついては、使用した集計表の所在情報を評価書に記載する。ただし、 

意識調査等については、調査方法、質問用紙及び使用した集計表の所

在情報を評価書に記載する。 

・ 公的統計その他のデータを加工して効果等を予測・検証したものに

ついては、計算方法及び計算結果とともに、使用したデータの所在情

報を評価書に記載する。 

・ 定性的なデータ（ケーススタディ、インタビュー等における個別事

例）については、データの代表性や客観性に留意して、調査方法を評

価書に記載する。 

(ⅱ) 文献等 

・ 文献等の名称、作成者及び作成時期を評価書に記載する。 

ⅱ 個々の公共事業の評価については、以下にも留意する。 

・ 便益の算定に関して需要等の予測を行う場合、予測モデル、当該予測に

用いたデータ及び予測結果の所在情報を評価書に記載する。 

・ 費用便益分析については、使用した公的統計その他のデータの所在情報

を評価書に記載する。 

・ 費用便益分析マニュアル等については、公表する。  

    ⑦ 政策評価の結果 

      政策効果の把握の結果を基礎として、学識経験者の意見等も踏まえ、必要性、

効率性、有効性等の観点に照らして、総合的に導き出された判定、評価の結論

的なコメント及び評価結果の政策への反映の方向性を記載する。 

イ 政策のコスト・効果については評価書に記載するなどして明示するよう努める。 

   ウ 国民にとって分かりやすいものとなるよう、専門的な用語には解説や注釈を付

し、また、図表やグラフを積極的に活用する。 

   エ 外部からの検証可能性を確保するため、政策評価の基礎となるデータなど評価
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に関する情報について、データの解析容易性（ＣＳＶ形式によるデータの提供）、

印刷容易性（印刷範囲を設定した表計算ソフトで利用可能なスプレッドシート形

式によるデータの提供）などに配慮した形で公表するよう努める。 

また、各行政機関は、学識経験者等が実施する政策評価の研究を契機とした政

策評価の高度化に資する観点から、行政機関が収集した統計調査の調査票情報を

学術研究等に活用する統計法に基づく委託による統計の作成等（オーダーメード

集計。同法第 34条）及び匿名データの作成・提供（同法第 35条及び第 36条）を

積極的に進める。さらに、公的統計の提供も併せて積極的に推進する。 

   オ データ等が不足して外部から検証することができないなどの意見・要望が寄せ

られた場合は、それらを基に、外部からの検証可能性を確保するための適切かつ

必要な措置を講ずるよう努める。また、各行政機関に共通する制度上の課題が生

じた場合には、総務省が考え方を整理して各行政機関に提示する。 

 

２ 学識経験者等からなる政策評価に関する会議の公開等 

学識経験者等からなる政策評価に関する会議を開催している場合は、議事要旨、議

事録、会議資料を公表するとともに、会議は原則公開するものとし、一般傍聴を可能

とすることやインターネット配信等の取組を進める。 

各行政機関の国民の意見・要望を受け付けるための窓口については、その所在や受

け付けることとする意見・要望の内容が国民にとって分かりやすいものとなるよう努

めるとともに、意見・要望の活用の結果について公表するものとする。 

 

 ３ その他 

本ガイドラインが定着するまでの間、総務省はフォローアップを行う。 
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